
昭和43年3月7日

区

のお知らせ

区 の お 知 ら せ第193 号( 1)

足 立 区
企 画 室
( 882) 1111

無料一般家事相談

日常の家庭生活上、心要なことが
らやいろいろな手続などについ
て、毎日午前9時～午後4時( 日
・祭日は除く) 土曜は午前中、区
の専門職員が相談にのります。場
所は区役所・1階相談室。

人 口 調 べ
( 昭和43年2月1日現在)

世 帯　156, 184

男　　274, 945

女　　261, 488

計　　526, 433

( 前月より1, 049人増)

千
住
地
区
に
新
住
居
表
示

三
月
三
十
一
日
か
ら
実
施

住
所
変
更
手
続
を
お
忘
れ
な
く

今
月
三
十
一
日
か

ら
、
第
十
一
次
の
住

居
表
示
が
実
施
さ

れ
、
千
住
地
区
の
次

の
町
区
域
が
変
り
ま

す
。

《
町
区
域
が
変
わ
る

区
域
》―
―
千
住
東

町
、
千
住
曙
町
の
全

部
で
、
新
た
に
千
住

東
一
丁
目
、
千
住
東

二
丁
目
、
千
住
曙
町

と
な
り
、
新
番
号
が

つ
け

ら

れ
ま

し

た
。

《
番
地
だ
け
変
る
区
域
》―
―

千
住
関
屋

町
、
千
住
旭
町
、
柳
原

一
・
二
丁
目
、
日
ノ

出
町
、
千
住
宮
元

町
、
千
住
竜
田
町
、

千
住
大
川
町
、
千
住

柳
町
に
つ
い
て
は
、

町
名
と
町
区
域
は
変

わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
番
地
に
代
わ
っ

て
、
街
区
符
号
、
住
居
番
号
を
用
い
て

い
た
だ
き
ま
す
。

今
回
の
実
施
面
積
は
、
約
二
・
五
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
お
よ
そ
一
万
一
千

戸
が
新
し
い
住
居
の
表
示
に
変
わ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
で
、
区
の
住
居
表
示
実
施

率
は
、
実
施
予
定
面
積
の
六
五
・
六

パ

ー
セ
ン

ト

に

な
り

ま
し

た

。

新
し
い
住
居
表
示
に
な
っ
た
と
き
、区
役
所

や
税
務
署
な
ど
の
公
簿
は
、役

所
自
体
で
書
き
換
え
ま
す
が
、次
の
も

の
は
、本
人
が
住
所
変
更
手
続
き
を
し

て

い
た

だ

か
ね

ば
な

り
ま

せ

ん

。

土
地
・
建
物
な
ど
の
登
記
物
件
所
有

名
儀
人
、法
人
(
代
表
者
)
、自
動
車

所
有
者
、運
転
免
許
証
保
持
者
、社
会

保
険
加
入
の
事
業
主
、外
国
人
、国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
・
国
民
年
金
手

帳
保
持
者
の
か
た
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
所

管
先

に

届
け

を

お
出

し

く

だ

さ
い

。

住
居
表
示
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、区
役
所
住
居
表
示
課
へ
ど
う
ぞ
　

内

線
　

三
四

五

・

三
四

六

第11次住居表示実施区域略図
長い間ご 苦労 さまでし た

千 住の都 電廃止
長
い
間
、都
民
の
足
と
し
て
親
し
ま
れ

て
き
た
都
電
も
、時
代
の
流
れ
と
と
も

に
、つ
ぎ
つ
ぎ
と
そ
の
姿
を
消
し
て
い
ま

す
。区
内
で
も
二
十
一
系
統
(
水
天
宮
―

千
住
四
丁
目
)
の
う
ち
、千
住
四
丁
目
―
三
の

輪
橋
間
(
二
・
七
七
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

が
、去
る
二
月
二
十
四
日
限
り
で
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
区
間
を
都
電
が
走
り
だ
し
た
の

は
、昭
和
三
年
七
月
二
十
四
日
で
ち
よ
う

ど
四
十
年
間
走
り
つ
づ
け
て
き
た
わ
け
で

す
(
二
十
一
系
統
の
開
設
は
、下
車
坂
―

坂
本
四
丁
目
間
が
最
初
で
、明
治
四
十
一

年
六
月
十
六
日
開
通
。そ
の
後
、徐
々
に
伸
び

、水
天
宮
―
千
住
四
丁
目
間
が
結
ば

れ
て
い
た
も
の
で
す
)

。

こ
の
都
電
の
廃
止
に
際
し
、地
元
沿
線

の
人
々
が
「長
い
間
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た

」と
、感
謝
の
集
い
を
開
き
、最
終
電
車

の
運
転
手
・
車
掌
さ
ん
に
、花
束
を
送
り

ま
し
た
。

代
替
バ
ス
の

ご
利
用
を

都
電
が
廃
止
さ
れ
た
区
間
に

は
、代
替
バ
ス
を
運
行
し
、都
電

の
定
期
券
で
、有
効
期
間
中

そ
の
ま
ま
乗
車
で
き
ま
す
。ま

た
、引
続
き
、都
電
定
期
と
同
額

の
特
定
定
期
券
を
お
求
め
に

な
れ
ば
、廃
止
後
一
年
間
に
限

り
代
替
バ
ス
を
ご
利
用
に
な
れ

ま
す
。く
わ
し
く
は
都
交
通
局

(
二
一
六
-
一
四
一
一
)
か
、

お
近
く
の
自
動
車
営
業
所
へ
。

写
真
　
車
の
ラ
ッ
シ
ュ
に
は
さ
ま
れ
て

走
つ
て
い
た
都
電
も
、区
内
で
は
、も
う

見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

事
前
に
届
出
や
相
談
を

屋
外
広
告
や
浄
化
そ
う
の
設
置

ド
ブ
板
を
渡
す
と
き

み
な
さ
ん
の
家
の
ま
わ
り
に
、用
水
路

や
ド
ブ
な
ど
、公
共
溝
渠
(
こ
う
き

ょ
う
こ
う
き
ょ
)
の
あ
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
が
、こ
の
上
に
、や
む
を
得
ず

橋
を
か
け
た
り
す
る
と
き
は
、区
長
の

許
可
が
必
要
で
す
。

ま
た
、鉄
骨
や
木
材
な
ど
大
き
な
物

や
重
い
物
を
、柵
渠
(
さ
っ
き
ょ
)
の

上
に
乗
せ
ま
す
と
、路
肩
が
く
ず
れ
た

り
ゴ
ミ
が
落
ち
て
水
の
流
れ
を
悪
く
し

ま
す
の
で
、ぜ
っ
た
い
に
置
か
な
い
で

く
だ
さ
い
。

屋
外
広
告
を
出
す
と
き

都
と
区
で
は
、都
市
の
美
観
や
交
通

上
の
面
か
ら
、屋
外
広
告
物
に
つ
い
て

い

ろ
い

ろ

な
制

限

を
し

て

い
ま

す

。

た
と
え
ば
、ア
ド
バ
ルー
ン
・
広
告
塔

・
広
告
板
・
立
看
板
・
ポ
ス
タ
ー
・

は
り
紙
な
ど
(
商
店
の
看
板
で
小
さ
な

も
の
な
ど
特
別
に
き
め
ら
れ
た
も
の
は

除
く
)
は
、す
べ
て
知
事
ま
た
は
区
長

の
許
可
が
な
け
れ
ば
、屋
外
に
出
せ
ま

せ

ん

。

▽

広

告

物

を
出

せ

な
い

場

所

住
居
専
用
地
区
、美
観
・
風
致
地

区
、史
蹟
・
名
勝
、保
安
林
、公
園
、墓
地

、道
路
や
鉄
道
の
沿
線
で
一
定
の

距
離
内
に
は
い
る
区
域
な
ど
。

▽

広
告
物
を
出
せ
な
い
物
件

高
架
の
鉄
道
・
道
路
、橋
、街
路
樹

な
ど
、広
告
物
を
つ
け
ら
れ
る
と
美
観

を
害
さ
れ
る
も
の
。

こ
の
ほ
か
、色
や
大
き
さ
に
つ
い
て

も
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、こ
れ
か
ら

広
告
物
を
出
そ
う
と
な
さ
る
か
た
は
、

必
ず
都
ま
た
は
区
へ
許
可
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。(
注
・
昭
和
三
十
八
年

八
月
二
十
二
日
か
ら
、違
反
の
ポ
ス
タ

ー
・
は
り
紙
に
つ
い
て
は
、見
つ
け
し

だ
い
知
事
<
ま
た
は
知
事
か
ら
委
任
さ

れ
た
も
の
>
が
は
が
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
)

浄
化
そ
う
設
置
の
と
き

家
を
建
て
る
と
き
、汚
物
の
浄
化
そ

う
を
つ
け
た
い
場
合
は
、区
役
所
土
木
部

管
理
課
監
理
係
へ
心
ず
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

浄
化
そ
う
の
設
置
に
つ
い
て
は
、都

市
衛
生
上
い
ろ
い
ろ
な
規
制
が
あ
り
ま

す
。こ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
浄
化
そ
う
は

汚
物
が
完
全
に
処
理
さ
れ
な
い
ま
ま
下

水
に
流
れ
た
り
、悪
臭
を
発
し
て
、隣

り
近
所
に
も
非
常
に
迷
惑
を
か
け
ま
す

こ
の
根
本
的
対
策
は
、下
水
道
の
完

備
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、千
住
地
区
に

は
、四
十
四
年
度
中
に
完
成
の
予
定
で

す
。し
か
し
荒
川
以
北
地
区
は
、い
ま

し
ば
ら
く
歳
月
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
か
ら
浄
化
そ
う
を
設
け
よ
う
と
す

る
か
た
は
、特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、区
役
所
土
木
部
管
理
課

監
理
係
　
内
線
四
一
一
～
四

毎月第三日曜日は

家庭の日

新 入 学
児 童

交
通
事
故
か
ら

守
り
ま
し
よ
う

新
入
学
児
童
を
お
も
ち
の
ご
家
庭
で

は
、喜
び
と
不
安
の
う
ち
に
そ
の
準
備
を

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
よ
う
。児
童

に
と
っ
て
は
、集
団
生
活
と
い
う
新
し

い
環
境
に
は
い
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す

が
、父
兄
の
み
な
さ
ん
は
、細
か
い
注
意

を
は
ら
う
と
同
時
に
、お
子
さ
ん
が
神
経
質

に
な
ら
な
い
よ
う
に
ご
留
意
く

だ
さ
い
。

ま
ず
、自
分
の
こ
と
は
、自
分
で
す

る
よ
う
習
慣
づ
け
、読
み
書
き
は
、自

分
の
名
前
と
住
所
が
書
け
る
程
度
で
十

分
で
す
。

登
下
校
に
は
、細
心
の
注
意
を
は
ら

い
、と
く
に
危
険
な
道
路
で
は
、安
全
を

確
か
め
て
か
ら
横
断
を
す
る
よ
う
、繰

り
返
し
て
教
え
、安
全
意
識
を
身
に

つ
け
さ
せ
ま
し
よ
う

。

多
い
学
年
末
の
非
行

警
視
庁
で
は
、い
ま
春
の
防
犯
強
化
期

間
と
し
「少
年
非
行
・
侵
入
盗
犯
」

の
防
止
を
重
点
に
運
動
を
進
め
、み
な

さ
ん
の
ご
協
力
を
求
め
て
い
ま
す
。

昨
年
三
月
中
、区
内
で
犯
罪
や
不
良

行
為
で
補
導
さ
れ
た
少
年
は
、
約
二
百

人
も
あ
り
ま
し
た
。

三
月
は
、卒
業
、入
・
進
学
、就
職

な
ど
を
控
え
、青
少
年
の
気
持
も
落
ち

つ
か
な
い
時
期
で
す
。親
子
が
な
ん
で

も
話
し
合
え
る
よ
う
な
場
を
つ
く
り
、道
を
誤
ま

ら
せ
な
い
よ
う
心
が
け
ま
し

よ
う
。

ま
た
、暖
か
く
な
る
に
つ
れ
て
、外

出
す
る
機
会
も
多
く
な
り
、家
を
留
守

に
し
が
ち
で
す
の
で
、空
巣
な
ど
に
は

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

夢がいつぱい

働く若い女性の講座

去
る
二
月
十
九
日
か
ら
四
日
間

、区
役
所
七
階
の
会
議
室
で
開

か
れ
た
「働
く
若
い
女
性
の
た
め

の
講
座
」に
は
、定
員
一
〇
〇
名

を
は
る
か
に
上
回
っ
た
人
た
ち
が

参
加
し
、生
活
・
恋
愛
・
結
婚
・

職
業
な
ど
に
つ
い
て
、熱
心
な
勉

強
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。写
真
は

楽
し
か
っ
た
講
座
の
風
景
。ご
希

望
の
か
た
に
、こ
の
写
真
を
さ
し

あ
げ
ま
す
。企
画
室
広
報
(
内
線

七
一
二
)
へ
ど
う
ぞ
。

名
前
を
確
か
め
て

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

区
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、三
月
〓

日
現
在
で
、新
し
く
満
二
十
歳
に
な
っ

た
か
た
や
、最
近
住
所
を
移
転
し
た
か

た
等
の
申
し
出
に
よ
り
、追
加
の
選
挙

人
名
簿
を
作
り
、次
の
期
間
中
、み
な

さ
ん
に
お
見
せ
し
ま
す
。

○
縦
覧
期
間
　
三
月
十
一
日
(
月
)
～

二
十
日
(
水
)
ま
で

○
場
所
　
区
役
所
出
張
所
、ま
た
は
区

選
挙
管
理
委
員
会
(
区
役
所
三
階
)

○
時
間
　
毎
日
、午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま
で
。た
だ
し
、出
張
所

の
場
合
、土
曜
日
は
正
午
ま
で
、日
曜

・
祭
日
は
休
み
ま
す
。

掲
示
板

入
居
募
集

地
元
割
当
都
住

都
営
住
宅
の
地
元
割
当
(
足
立
区

民
分
)
の
入
居
申
込
み
受
付
け
を
、次

の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

用
紙
の
交
付
　
期
間
―
三
月
十

一
日
(
月
)
～
十
六
日
(
土
)
、

場
所
―
足
立
区
役
所
区
民
課
(
一

階
)
・
第
二
庁
舎
(
旧
梅
島
支
所

)
・
各
出
張
所
、持
参
す
る
も
の
―

米
殻
通
帳
(
こ
れ
は
三
月
一
日

か
ら
新
し
く
変
わ
り
ま
し
た
の

で
、特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。新
通

帳
は
、あ
な
た
の
登
録
し
て
あ

る
お
米
屋
さ
ん
に
あ
り
ま
す
)
。

申
込
み
期
間
―
三
月
十
一
日
(

月
)
～
三
月
十
九
日
(
火
)

申
込
み
場
所
―
足
立
区
役
所
区
民

課
(
持
参
す
る
か
郵
送
す
る
)

抽
せ
ん
日
―
三
月
三
十
日
(
土

)
区
立
産
業
振
興
館
で

申
込
み
資
格
―
(
1
)
足
立
区
に
住

民
登
録
を
し
て
あ
る
こ
と
　
(
2
)
申

込
み
人
の
ほ
か
に
、い
っ
し
よ
に

入
居
す
る
親
族
(
婚
約
者
を
含
む

)
が
あ
る
こ
と
　
(
3
)
住
宅
に
困
っ

て
い
る
こ
と
　
(
4
)
家
族
の
年
収
が
定

め
ら
れ
た
範
囲
内
で
あ
る
こ

と
。た
だ
し
、こ
と
し
一
月
公
募

の
入
居
当
せ
ん
者
は
、申
込
み
で

き
ま
せ
ん
。割
当
戸
数
は
、第
一

種
(
保
木
間
)
一
〇
二
戸
。第
二
種

(
保
木
間
)
一
六
一
戸
、合
計

二
六
三
戸
で
す
。

足
立
史
談
会
発
足

こ
の
ほ
ど
、郷
土
史
愛
好
家
の

み
な
さ
ん
の
ご
熱
望
が
実
り
、去

る
三
月
二
十
五
日
足
立
史
談
会
が

発
足
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、時
の

流
れ
や
町
の
発
展
、世
情
の
動
き

に
つ
れ
、由
緒
あ
る
有
形
無
形
の

貴
重
な
遺
産
が
、散
失
消
滅
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、こ

れ
を
愛
護
し
、先
人
の
労
苦
や
文

化
伝
承
な
ど
を
正
し
く
後
世
に
残

そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

入
会
ご
希
望
の
か
た
は
、史
談

会
会
長
羽
田
栄
太
(
島
根
小
学
校

長
)
ま
で
。

電
話
　
八
八
四
-
〇
一
二
一
～
二

電
報
配
達
用
紙
変
更

日
本
電
信
電
話
公
社
で
は
、広

範
囲
な
配
達
区
域
の
配
達
の
ス
ピ

ー
ド
化
を
は
か
る
た
め
、一
部
の

電
話
局
か
ら
も
直
接
お
届
け
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。こ
の
時
の
用

紙
が
特
殊
な
も
の
と
な
る
わ
け
で

す
。東

京
湾
へ
ど
う
ぞ

都
で
は
、東
京
港
に
つ
い
て
の

新
し
い
知
識
と
重
要
性
を
、み
な

さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
、東

京
港
め
ぐ
り
を
無
料
で
行
な
っ

て
い
ま
す
。

運
行
期
間
は
、三
月
～
十
一

月
。船
は
「し
の
の
め
丸
」(
五

十
四
ト
ン
)
　
定
員
　
お
と
な
七

十
七
名
。小
学
四
年
生
以
下
一
三

〇
名
。所
要
時
間
約
二
時
間
。

お
申
込
み
は
、都
港
湾
局
〓
〓
部

庶
務
課
　
電
話
二
一
二
-
五
一

一
一
　
内
線
四
四
二
一



昭和43年3月7日 区のお知らせ 第193号 ( 2)

建ぺい率が変わりました

最近、違反建築がめ

だってふえ、大きな社

会問題となっていま

す。これに対し、国や都

・区では、いろいろと

防止対策を講じていま

すが、このほど、建築

基準法の一部が改正さ

れ、区内の建ぺい率が

変わりましたので、お

知らせします。

建 築 は 建 ぺ い 率 を 確 か め て か ら

今回、建へい率が指定変更された地域・地区は

、次のような種類によって、その制限

内容が異なります。あなたの住んでいる場所

、あるいは、これから家を建てようとす

るかたは、どんな地域・地区かを、よく確

かめておきましよう。

基 準 法 の 実 施 日 は … … …

これが施行される日は、容積地区につい

ては昭和43年5月14日から、そのほかの地

域・地区は同年3月5日からです。

用 途 地 域 と は … … …

住居・商業・準工業・工業・緑地の各地域

と、小売店舗・第2種特別工業地域とが

あります。これは、いろいろな用途の建物が

入りまじっていたのでは、生活環境がよ

くありませんので、用途別に建物を区分し

ようとするものです。

これまでに、現状にそぐわない場所もで

てきたので、今回部分的に変更しました。

空地 地 区と は … … …

住居地域内に指定されるもので、日当り

や風通しを確保するのが目的です。これに

は、第1種から第5種( 延べ面積制限) と

第6種から第9種( 建て面積制限) の9種

類があり、区内には、第3・第4・第5・第

9種の地区指定があります。たとえば、第

3種地区では延べ面積で4割、すなわち、

1・2階の床面積を合わせて敷地の面積の

4割しか建てられませんでした。それが、

第8種空地地区に変った場合、一階の建築

面積が敷地面積の4割まで建てることがで

きます。このように第3・第4・第5種空

地地区( 延べ面積で4割・5割・6割まで

しか建てられない) に指定されていた地区が

、一部を除いて第8・第9種空地地区(

建て面積で4 割・5 割

まで建てられる) に変

更されました。

また、いままで、第

9種空地地区だったと

ころは、大部分が準防

火地域になりました。

したがって、第8・第

9種空地地区内の制限

と、住居地域としての

建ぺい率( 敷地面積か

ら30平方メートルを引

いた6割の建て面積)

制限とがあり、比較し

ていずれか小さい方の数

が、その場所の建て

られる面積の限度とな

ります。

高 度 地 区 と は … … …

今回新しく指定されたものです。これま

では、延べ面積制限の空地地区で、建物の

高さも合わせて制限されていたものが、建

て面積制限に変わったため、日当りや風通

しを確保していた空地地区の意味がなくなっ

てしまいますので、この制度を併用する

ものです。すなわち、建物の高さの最高限

度を定めたもの( 第1図) で、第1種から

第3種まであります。

第1図　高度地区の種別とその制限

高度地区であるか否かにかかわらず存在する一般的な斜線制限( 図
の左側に示してある) は、住居地域の場合と、商業地域、準工業地域、工
業地域の場合とでは異なりますので、住居地域の場合を( 　) 内に示
しました。高度地区における斜線と高さの制限( 図の右側に示してある)

は、すべての用途地域に共通です。

容 積地 区と は … … …

この制度は、昭和38年から施行され、堤

南地域には、すでに指定されています。今

回堤北地域にも指定されました。

これまで、住居地域では20メートル、そ

の他は31メートル以上の高〓建物を建てる

ことができませんでした。しかし今回の指

定により、絶対高の制限がはずされ、敷地面

積に対する建物の延べ面積の割合い( 容積率

) によって規制されることになりました。

ただし、道路による斜線の制限は受けます。

この地区は、第1種から第10種まであり、

区内には、第2・第3・第4・第5・第6

種の指定地区〓～〓

たとえば、第4種地区( 第2・3図) と

しますと、敷地面積の4倍の床面積の大き

さの建物が建てられるわけです。したがって、

建て面積を小さくすれば、その割合に

応じて上に高く伸ばすことができるわけで

す。しかし、前面道路の幅が、12メートル

未満の場合は、その容積率は、その道路幅

の10分の6がけの数の容積となります。

第2 図 同じ容積率で建てら
れるいろいろ

( 第4種容積地区で前面道路
の幅員が12m以上の場合)

第3 図 容積地区の斜線制限
( 　) 内は住居地域の場合

容積地区の場合も道路からの斜線制限と隣地境界線
からの斜線制限とがあります。斜線は

住居地域の場合と、商業地域、準工業地域、
工業地域の場合とでは異なりますが、いずれ

にしても、建物はこの斜線内におさめなければ
なりません。

準 防 火 地 域 と は … … …

建て面積制限が6割( 商業地域では7割)

となるかわり、外壁がモルタル塗りなどの

防火構造が義務づけられます。ただし、大規模

な建築物の場合は、準防火地域でも耐火(

おもに鉄筋コンクリート) ・簡易耐火( 軽量

鉄骨など) 構造にしなければなりません。

お問い合わせは直接窓口へ

以上が改正内容のあらましですが、これ

らの制限措置が、同じ場所であっても、そ

の制限目的によって、重ねて適用される場

合もあります。したがって、それらが総合

的に判断されたとき、正しい建ぺい率がだ

されるわけです。

細かい正確な内容につきましては、区役

所の建築課へ直接おいでになって、地図な

どを見ながら確認してください。なお、電話

でのお問い合わせは、まちがいも起こり

やすいためお答えしていませんので、ご了

承 ください。

所
得
税
の
確
定
申
告

三
月
十
五
日
ま
で
に

所
得
税
の
確
定
申
告
と
納
期
は
、
三

月
十
五
日
ま
で
で
す
。
期
限
間
近
に
な

る
と
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得

税
第
三
期
分
を
納
期
内
に
完
納
す
る
こ

と
が
困
難
な
か
た
は
、
延
納
の
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

昭
和
四
十
三
年
度
分
所
得
税
に
つ
い

て
、
青
色
専
従
者
給
与
を
必
要
経
費
に

算
入
さ
れ
る
か
た
は
、
「
青
色
専
従
者

給
与
に
関
す
る
届
出
書
」
を
、
三
月
十

五
日
ま
で
に
、
忘
れ
ず
に
お
出
し
く
だ

さ
い
。
足
立
税
務
署
　
八
八
八
-
六
二

四
一経

済
モ
ニ
タ
ー
募
集

都
民
の
く
ら
し
の
実
態
を
調
査
し
、

要
望
や
意
見
を
で
き
る
だ
け
今
後
の
経
済

行
政
に
反
映
し
よ
う
と
、
設
け
ら
れ

て
い
る
の
が
、
こ
の
経
済
モ
ニ
タ
ー
制
度

で
す
。

資
格
は
、都
内
に
居
住
す
る
二
十
歳

以
上
の
婦
人
で
、年
間
四
千
円
(
予
定
)

の
謝
礼
を
し
ま
す
。お
申
し
込
み
は
、

都
経
済
局
、ま
た
は
、区
役
所
経
済
課

(
内
線
三
三
二
～
六
)
へ
ど
う
ぞ
。

料

理
講

習

会

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、
「

季
節
の
総
菜
料
理
」講
習
会
を
開
き
ま

す
。
ご
希
望
の
か
た
は
、
お
早
め
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
　
三
月
二
十
七
日
(
水
)
　

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

講
師
　
食
と
生
活
研
究
会
主
任
講
師
　

椎
態

瑞
恵

定
員
　
五
十
名
(
定
員
に
な
り
し
だ
い

締
め
切
り
ま
す
)

場
所
　
東
綾
瀬
一
丁
目
五
-
一
七

電
話
六
〇
五
-
七
一
〇
一

日
光
街
道
交
通
止
め

現
在
、国
道
四
号
線
(
日
光
街
道
)

と
東
武
伊
勢
崎
線
と
の
前
面
立
体
交
差

化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
た

め
、梅
島
陸
橋
は
今
月
十
七
日
か
ら
十

月
三
十
一
日
ま
で
に
、取
り
こ
わ
さ
れ

ま
す
。

ま
た
、鉄
道
橋
架
設
工
事
の
た
め
、

次
の
区
間
・
日
時
は
、国
道
は
全
面
通

行
止
め
さ
れ
ま
す
か
ら
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

《
区
間
》
環
七
道
路
(
梅
島
二
丁
目

先
交
差
点
)
か
ら
、梅
田
一
丁
目
先
(
八
千

代
町
ロ
ー
タ
リ
ー
)
交
差
点
ま
で

《
期
間
》
四
十
三
年
三
月
二
十
五
日

～
二
十
六
日
、三
月
二
十
〓
～
〓

日
、三
月
三
十
日
～
三
十
一
日
〓
～
〓

時
間
は
い
ず
れ
も
前
日
の
午
後
〓
～
〓

ら
翌
日
の
午
前
六
時
ま
で
。

こ
の
工
事
期
間
中
は
、非
常
に
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、〓
～
〓
号

線
沿
線
の
「う
回
案
内
」に
〓
～
〓
路

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

新
評
価
格
を
確

か
め
ま
し
よ
う

四
十
三
年
度
の
固
定
資
産
課
税
〓
～
〓

の
縦
覧
が
、あ
な
た
の
資
産
が
所
〓
～
〓

る
都
税
務
事
務
所
で
行
な
わ
れ
て
い
〓
～
〓

す
。期
間
は
、三
月
一
日
か
ら
二
十
〓
～
〓

日
ま
で
。

こ
の
課
税
台
帳
に
は
、課
税
の
〓
～
〓

と
な
る
価
格
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
〓
～
〓

が
、土
地
と
家
屋
の
価
格
に
つ
い
て
〓
～
〓

原
則
と
し
て
す
え
置
か
れ
、償
却
〓
～
〓

は
、耐
用
年
数
に
応
じ
た
減
価
を
〓
～
〓

し
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、足
立
税
務
事
務
所
〓
～
〓

ど
う
ぞ
。八
八
二
-
二
一
一
一

納
期
は
四
月
三
十
日

固
定
資
産
税

区
民
教
養
講
座

区
教
育
委
員
会
で
は
、区
民
の
〓
～
〓

さ
ん
を
対
象
に
し
た
教
養
講
座
を
開
〓
～
〓

ま
す
。
ぜ
ひ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

テ
ー
マ
　
現
代
っ
子
の
進
路
指
導
〓
～
〓

こ
れ

講
師
　
日
本
大
学
教
授
　
伊
藤
〓
～
〓

日

時
　
三
月
二
十
二
日
(
金
)

午
後
一
時
よ
り

場
所
　
区
役
所
大
会
議
室
(
七
階
〓
～
〓

職
業
訓
練
生
募
集
中

都
で
は
、四
月
入
所
の
職
業
訓
練
〓
～
〓

を
募
集
し
て
い
ま
す
。申
し
込
み
〓
～
〓

三
月
九
日
ま
で
。問
い
合
わ
せ
は
、〓
～
〓

労
働
局
訓
練
課
(
二
一
二
-
五
一
〓
～
〓

)
ま
た
は
各
職
業
訓
練
所
、公
共
〓
～
〓
安

定
所
へ
ど
う
ぞ
。

な
お
、足
立
職
業
訓
練
所
(
八
八
〓
-

八
二
四
一
～
二
)
は
、六
月
中
〓
～
〓
綾

瀬
五
丁
目
六
へ
新
築
移
転
し
ま
す

く
ら
し
に
役
立
つ

簡
易
保
険

お
申
し
込
み
は

郵
便
局
へ


